
        広報常任委員会会議録 

 

1日   時 開会 令和 5年 7月 12日 13：30 

閉会 令和 5年 7月 12日 15：15 

2 場   所 委員会室 

3 出 席 委 員 青砥與藏、菊地哲也、吉田広明、吉村守広、鈴木元久、金澤太郎 

4 欠 席 委 員 なし 

5 出席要求者 なし 

6 職務出席者 事務局長、書記 

7 付 議 事 件 1 議会だより 163号について 

2 議会報告会について 

その他 

8 議事の経過 

副委員長による開会 

委員長によるあいさつ 

１．議会だより 163号について 

委員長：事務局より説明を求める。 

（書記が資料（原稿ゲラ刷り）に基づき説明し、委員による確認・校正を行った） 

委員長：協議のとおり編集を進めることとし、7月 21日発行とする。 

２．議会報告会について 

委員長：10月に予定をしている。9月中に全員協議会で説明するようにしたい。 

（事務局長に、10月の議会関係のスケジュールの確認を求める） 

委員長：平日か土日の開催、どちらがよいか。 

吉田広明委員：日曜日は難しいと思う。仕事をしている方は。 

金澤委員：子育てをしている方の土日は、子どもに時間を使う。 

委員長：10月は、10月発行の議会だよりの最終校正が 12日頃と思うので、それが終われば開

催に向けて準備できるのではないか。 

吉田広明委員：10月 26日(木)・27日(金)・28日(土)のどれかで決めてはどうか。 

委員長：10 月 26 日(木)・27 日(金)・28 日(土)・29 日(日)のどれかで。委員それぞれの意見

を聞く。 

吉田広明委員：10月 27日(金)午後 6時 30分から。 

吉村委員：吉田委員と同じ。 

金澤委員：10月 27日(金)午後 7時から。若い方に出席してもらいたい。 

鈴木元久委員：吉田委員と同じ。 

副委員長：金澤委員と同じ。 

委員長：仕事をしている方が出席しやすいのは、午後 7時からということになる。10月 27日

(金)午後 7時からの開催と決定する。会場は防災センターがよいと思うがよろしいか。 

（よいという意見あり） 

議 長 

確認印 

 



（書記が防災センターの予約状況確認のため一時退室。入室後、予約したことを報告） 

委員長：テーマをどうするか。 

吉田広明委員：最大 2つまでとした方がよい。一つは、議員の定数・報酬のことを話し合った

方がよい。 

委員長：あと一つは何がよいか。議会とはまた違う話題がよいと思うが。 

吉村委員：庁舎建設状況は。 

委員長：進捗状況の説明は必要と思う。テーマではなく報告でよい。 

吉村委員：今話題のカーボンニュートラルは。 

委員長：まだまだ意識するに至っていない話題である。 

鈴木元久委員：議員の供託金の話は。 

吉田広明委員：それは選挙・個別案件のことなので、テーマにすることではない。 

金澤委員：子育て関連の話がよいのではないか。 

委員長：働く場所の話も大事である。子育て、高齢者にもつながることである。 

副委員長：働く場所をどうするか。町民からの知恵・お話しを聞くというスタンスでもよいの

では。農業・工業・商業全て含めて、企業誘致にこだわらず。 

吉田広明委員：議員自分たちも何かしらのプランを持っていないと、話が噛み合わなくなる。 

副委員長：議員のなり手を増やすためにはどうしたらよいかというのを投げかけてもよいので

はないか。 

委員長：もう一つのテーマだが、子育てと高齢者福祉がよいのでは。 

金澤委員：少子高齢化対策はどうか。 

（委員長が事務局にテーマの案について意見を求める） 

金澤委員：（事務局の意見を受けて）「子育て・高齢者支援について」がよい。 

委員長：テーマを 2つとする。①子育て・高齢者支援について ②議員の定数と報酬について 

 庁舎建設の進捗状況については、事務局から説明することとする。10分程度で。 

 ロビーに設置している模型を会場にセットしてはどうか。 

 過去の報告会において、冒頭に議会の条例や活動などについて説明していたがどうするか。 

（今回は不要との意見あり。30 分程度時間がかかるということと、午後 7 時からの開催とい

うことを考えて） 

吉田広明委員：子ども第三の居場所「はなまるはうす」の資料もつけた方がよい。 

金澤委員：議会活動についての資料を参考資料として配付することは親切になる。 

委員長：開催について整理する。 

 議会報告会・意見交換会 

 議員と語ろう（皆さんからのご意見をお聞きします） 

10月 27日(金)午後 7時～ 防災センター3階会議室 

 冒頭、庁舎建設の進捗状況と子ども第三の居場所について、事務局で説明・報告。 

 議会活動についての資料は、参考として配付する。説明はしない。 

 テーマ ①子育て・高齢者支援について ②議員の定数と報酬について 

 



委員長：その他なければこれで終了する。 

副委員長による閉会 

 

塙町議会委員会条例第 27条の規定により署名する。 

 令和  年  月  日  

          広報常任委員長 


